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支援機関一覧

指導計画と
支援内容

・実態
　　身辺自立
　　興味関心
　　対人関係
　　　　　　　　等
・指導目標
・指導の手立て

・合理的配慮

・実態
　　学習面
　　生活面
　　対人関係
　　　　　　　等
・指導目標
・指導の手立て

・合理的配慮

・実態
　　学習面
　　生活面
　　対人関係
　　自己理解
　　　　　　　等
・指導目標
・指導の手立て

・合理的配慮

・実態
　　生活管理力

　　 自己理解

　 　自己決定力

　　 対人関係

　　 自己表現力

　　 興味関心

・指導目標
・指導の手立て

・合理的配慮

支援内容の例

・入学試験時
　試験時間の延長

　 別室での受験

 

・入学後
　学習支援

　学生生活支援

　就職支援

　災害時の支援

支援内容の例

　（発達障害）

・採用試験時
　面接時の就労支援機

  関職員等の同席

　試験時間の延長

　

・採用後
　業務指示や相談に関

　する担当者の配置

　業務指示やスケジュー

　ルの明確化

　

学校教育課（年長児～高等学校３年）
社会福祉課
こども福祉課

社会福祉課
生涯学習課

市外（ハローワーク・栃木障害者就業センター・

障害者就業・生活支援センター）

栃木県教育委員会事務局特別支援教育室
「就学前から学校卒業後にわたる一貫した支援のために　～『個別の教育支援計画」の作成と活用』～　」

「障害のある子どもの生涯にわたる自立と社会参加のために　～支援情報の引継ぎによる一貫した支援～　」

「高等学校から進路先への支援情報の引継ぎ　～ 卒業後も、必要な支援を受けながら自立し社会参加していくために ～　」

「高等学校から進路先への支援情報の引継ぎ　～本人主体の引継ぎの実施に向けて～　」　　　　　　　　　　　　　　　　　参考資料

連携・共有

支援機関一覧

支援情報の引継ぎによる一貫した支援

　「個別の教育支援計画」とは、障がいのある子供に対して、就学前から学校卒業後までの一貫した支援を
行っていくために活用する道具です。
　子供の各年齢段階における、家庭や関係機関による支援の全体像を示す「支援機関一覧」と子どもの実
態、指導の目標、指導の手立て及び合理的配慮等を整理して示す「指導計画」とで構成されます。
　一貫した支援のために、定期的に見直しながら効果的な支援の方法を蓄積し、「合理的配慮」を含む支
援情報を進学先等へ引き継ぐことで継続的な支援ができます。

保育

教育

一貫した支援

個別の支援計画

個別の教育支援計画

合理的配慮

個別の教育支援計画個別の支援計画

合 理 的 配 慮

特 別 支 援 教 育
「障害者差別解消法」の施行

「障害者雇用促進法」の改正

※ 合理的配慮を受けるためには、【意思の

表明】と【建設的対話】が求められます

作成・活用・

引継ぎの主体
保護者主体の

個別の支援計画の作成・活用・支援要請・引継ぎ

本人主体の個別の教育支援計画の作成・活用

支援要請・引継ぎ

医療・福祉・保健・労働等の関係機関

引継書による引継ぎ

支援計画書や引継書による引継ぎ
引継書による引継ぎ

等

支援情報の

引継ぎ・継続

等

等


